
傘を差し、物を担ぎ、物を持つなど視野

を妨げ又は安定を失うおそれのある方法で、

自転車等を運転することを禁止した。

自転車を含む全ての車両において、また

傘を差し、物を担ぎ、物を持つなど

運転者の視野を妨げ又は安定を失わせ

るおそれのある者を自転車等に乗車さ

せて運転することを禁止した。

これらの普通自動車についても、傘差し

歩車道の区別のある道路では、車

道を通行しなければならない。

道路の中央から、左側部分の左側端

に寄って通行しなければならない。

路側帯を通行するときは、歩行者の通

行を妨げないような速度と方法で通行しな

ければならない。

自転車道が設けられている道路では、

その自転車道を通行しなければならない。

夜間、道路を通行するときは、灯火をつ

けなければならない。

「並進可」標識のある場所以外では、

並進してはならない。

道路標識により、一時停止が指定され

ているときは、一時停止しなければならな

い。

携帯電話を手で持ち、通話や操作をした

り、画像表示画面の画像を注視して、自転

車を運転してはならない。。

酒気を帯びて自転車を運転しては

ならない。
(酒酔い運転)
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